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価値形態論の課題と方法

村上和光

はじめに によってこそ，資本制的生産における「価値表

現の特有な仕組ゑ」とその意義とがあきらかに

なるとともに，その方向から，「価値法則論」体

系化における「価値形態論」の位置づけも分析
可能になっていくように考えられる。

あらためていうまでもなく『資本論」の「価

値形態論｣は，マルクス自身が自負するように，

古典派経済学を超える『資本論』体系の絶大な

る成果であり，「価値」を一面的に労働量関係に

還元する古典派経済学の価値論をのりこえると

同時に，「価値」を単なる均衡価格に解消するい

わゆる「近代経済学」の，価値論なぎ価格論を

も根底から批判する礎石をなすものといってよ

い。しかし，この「価値形態論」では，「簡単な

る価値形態」という，ある意味では現実の価値

関係とは著しく異なる，物々交換ともまちがわ

れかねない形態を出発点としつつ，順次に次の

形態に吸収されながら「貨幣形態」にまで進む

という，『資本論』体系の他の部分ではみられな

いような｢方法」が採用されているのであって，

このような「特有な方怯」の意味内容について

はさらなる検討の必､要が残されている｡つまり，

「価値形態論」がめざす「課題」解明に対する

「方法」として，『資本論」「価値形態論」のこ

のような「方法」がどのような関連にあり，ま

たいかなる意義と問題点をもつのかがあきらか

にされなければならないといってよく，その点

で，「価値形態論」の「課題」と「方法」の考察

が本稿の対象である。ついでそのような視点か

ら，「資本論』の「価値形態論」の成果と意義を

飛躍的に発展させたと思われる宇野弘蔵氏の

「価値形態論」を立入って考察し，それを通し

て｢価値形態論」の本来あるべき「課題と方法」

とを確定していくことにするが，まさに「価値

形態論」の「課題と方法」のこのような明確化

Ｉ「資本論』の価値形態論

〔１〕さて「資本論』の「価値形態」論は，

第１巻第１篇「商品と貨幣」第１章「商品」の

中の第３節「価値形態または交換価値」の部分

で展開されている(1)。つまり，この「商品」論で

は第１．２節で，「二要因」論→「価値実体」論

→「労働の二重性」論というかたちで，「この価

値は，さしあたりまずこの形態にはかかわりな

しに考察され」たあと，この第３節「価値形態

論」へ入ると「価値Ｊ必然的な表現様式または

現象形態としての交換価値」分析へと視点転換

がなされるが，その理由がこの第３節冒頭で次

のようにいわれているので，「資本論』「価値形

態論」の検討をとりあえずこの「価値形態論」
設定の必然性＝「移行規定」の点からはじめる
ことにしよう。

「……したがって商品の価値対象性は純粋に社会的で

あるということを思いだすならば，価値対象性は商品
と商品との社会的な関係のうちにしか現われえない

ということもまたおのずから明らかて．ある。……い

ま，われわれは再び価値のこの現象形態に帰らなけれ

ばならない。(2)」

要するに，価値実体としての「抽象的人間労

働」の「社会的」性格→価値規定の「社会的」
性格→価値の，商品相互関係における現出→価
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兀量の商品Ａはｙ量の商品Ｂに値する」という

「形態Ｉ」が設定されるが，その場合，この表

現式の中て，１商品の価値は他商品との関係の

中てのみ表現できること，したがって価値表現

のために１商品はかならず他商品との関係に入

らざるをえないことについては，「たとえば，リ

ンネルの価値をリンネルで表現することはでき

ない」のであり「２０エレのリンネル＝２０エレの

リンネルはけっして価値表現ではな(6)」し､こと

にもとづき「リンネルの価値は，ただ相対的に

しか，すなわち別の商品でしか表現されえな

い(7)」とされていく。そのうえで，「自分の価値

を上着で表わし」「能動的」な役割を果している

「相対的価値形態」（リンネル）と，「この価値

表現の材料として役だって」おり「受動的な役

割を演じている」「等価形態」（上着）との，「互

いに属しあい互いに制約しあっている不可分」

な，しかも「排除しあう，または対立する両端，

すなわち両極である」「契機(8)」をふまえつつ，

「価値表現の仕組み」が具体的につぎのように

分析される。

つまりマルクスは，「リンネル＝上着」という

価値関係の中でリンネルの価値が表現されるの

は「どのようにしてか？」として問題を提出し

てそれにこう答える。

「リンネルが自分の『等価物」または自分と『交換さ

れうるもの」としての上着にたいしてもつ関係によっ

て，である。この関係のなかでは，上着は，価値の存

在形態として，価値物として，認められる。なぜなら

ば，ただこのような価値物としてのゑ，上着はリンネ

ルと同じだからである。他面では，リンネルはそれ自

身の価値存在が現われてくる。すなわち独立な表現が

与えられる。なぜならば，ただ価値としてのみリンネ

ルは等価物または自分と交換されうるものとしての

上着に関係することができるからである。（'１」

要するにこの説明は以下のようにまとめられ

る－すなわちまず①リンネルは上着を自分の

「等価物」＝自分と「交換されうるもの」とす

るが，そうなると②リンネルによって上着は自

分の「価値の存在形態」＝「価値物」として認

値の「社会的」関連を示す「現象形態」の分析，

というロジックに他ならないが，いずれにして

も「価値形態論」では「価値のこの現象形態」

分析がその「対象」とされていることが一応明

らかであろう。そのうえで「価値のこの現象形

態」をあつかうこの「価値形態論」の「課題」

についてマルクスは次のようにいう。

「しかし，いまここでなされなければならないことは，

ブルジョア経済学によってただ試承られたことさえ

ないこと，すなわち，この貨幣形態の生成を示すこと

であり，したがって，諸商品の価値表現の発展をその

最も単純な最も目だたない姿から光まばゆい貨幣形

態に至るまで追跡することである。これによって同時

に貨幣の謎も消え去るのである。(3)」

みられるように「価値形態論」の「課題」が

かなり見事に指摘されているといってよく，そ

れが,「諸商品の価値関係に含まれている価値表

現の発展」を「追跡すること｣，および「これに

よって同時に｣実現される「貨幣の謎」の解明＝

貨幣成立の必然性分析，におかれている。そし

てこの場合，さしあたりマルクスにあってはこ

の２点一「価値表現」方式における理論的発

展の解明と「貨幣｣の理論的形成史考察一が，

同じものの表裏としておさえられつつ,「価値形

態論」の「課題」とされている点に注意が必要

といえよう。

ここまでの「価値形態論」のいわば「序論」

部分（｢移行規定」・「対象」・「課題｣）をふ

まえてまず第１に「Ａ，単純な，個別的な，ま

たは偶然的な価値形態」（以下「形態Ｉ」と略）

が展開されるが，ここでは特に「価値表現の仕

組み」に焦点をあてて『資本論」の説明をおっ

てみよう。最初にこの「形態Ｉ」設定の理由が，

「最も単純な価値形態は，明らかに，なんであ

ろうとただ１つの異種の商品にたし､するある１

つの商品の価値関係である(4)」という断定にも

とづき，「それゆえ，２つの商品の価値関係は，

１商品のための最も単純な価値表現を与え

る(5)」と指摘され，そのような「設定理由」にも

とづいて,｢兀量の商品Ａ＝ｙ量の商品Ｂまたは
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められること。「なぜならば」③上着をこのよう

な「価値物」と認めることによっての承上着と
リンネルとの同質性がいえるから。そしてこの

前提の上で，④リンネルの「価値存在」が，上
着の体の上に「独立な表現」として与えられて

くるが，それは⑤リンネルとしても，上着との
関係で間接的に｢価値｣の表現を得ることによっ

てのゑ,「等価物｣＝「自分と交換されうるもの」
とされた上着と関係を結ぶことができるから，
という点にもとづくこと－゜そしてその際こ

●●●●

の論理には，①（リンネルではなく）上着のリ

ンネルへの等置→◎上着の「価値物」としての

承認→⑧「価値物」たる上着に等置されるかぎ
りでのリンネルの「価値物_Ｉ化，といういわ

ゆる「回り道」というロジックが背景となって

いるといってよいが，このような内容をふまえ

てマルクスはこの「価値表現の仕組承」をつぎ
のように総括する。

「こうして，価値関係の媒介によって，商品Ｂの現物

形態は商品Ａの価値形態になる。言いかえれば，商品

Ｂの身体は商品Ａの価値鏡になる。商品Ａが，価値体

としての,人間労働の物質化としての商品Ｂに関係する

ことによって，商品Ａは使用価値Ｂを自分自身の価値
表現の材料にする。（'0)」

以上「形態Ｉ」の中で「価値表現の仕組糸」

をゑてふたが，しかし「資本論」ではこの「価

値表現」に対応させて価値実体としての労働量

関係の問題も－その重要な視点として－強
調されている点にその特徴がある。つまり「資
本論」にあっては，「価値実体」＝「流動状態に
ある人間の労働力('1)｣，「価値」＝その「人間労
働」の「凝固状態('2)｣，「価値形態」＝「他の１

商品にたし､するそれ自身の関係によって現われ

てくる('3)」形式，の三者は一応区別して設定さ

れているとゑてよいが,そのうえで,「価値形態」

の展開＝「価値表現の仕組み」と，「価値実体」
としての「抽象的人間労働」との相互関係がつ

ぎのように確定されていく。すなわち，①上着
のリンネルへの｢等置」→⑥｢裁縫｣労働の,｢裁
縫」と「織布」の「両方の労働のうちの現実に

等しいもの」＝「人間労働という両方に共通な

性格(M)｣への｢還元｣(いわゆる「回り道｣）→⑧

「織布」労働の，－「それが価値を織るかぎ
りでは，それを裁縫から区別する特徴はもって

いないということ('5)」による－「抽象的人間

労働」としての認承，という説明に他ならず，
「価値形態」の展開と「価値実体」の関係をパ

ラレルに把握する方法がここにふられるのは明

白だが，しかしそれでも他面では，このような

説明は，これまでにみてきた「価値表現の仕組

みA」の成立を前提とし，その展開の結果として

のゑ「異種労働」の「人間労働一般」への「還
元」が可能になることを明確にしている点一

換言すれば，「価値実体」関係の前提→「価値形

態｣の展開ではなく，むしろ反対に,「価値形態」

の展開→「価値実体」関係の確定，という規制

関係の成立をあきらかにしている点一できわ

めて重要な意味をもってくることも否定できな

いといってよい。

〔２〕これまでのところで，『資本論』におけ

る「価値形態論」展開の必然性および「価値表

現の仕組み｣の内容をゑてきたが，次の問題は，

この「形態Ｉ」がどのようにして「貨幣形態」

にまで展開するかという点，いいかえれば「価

値形態」「移行」の必然性＝その動因という点で
ある。そこでこの「価値形態」の「移行」論を

ゑていくとまず「Ｉ」→「11」については，「形

態Ｉ」の末尾で次のようにのべられている。
「とはいえ，個別的な価値形態はおのずからもっと完

全な形態に移行する。個別的な価値形態によっては，

１商品Ａの価値はただ１つの別種の商品で表現され

るだけである。しかし，この第２の商品がどんな種類

のものであるか，上着や鉄や小麦などのどれであるか

は，まったくどうでもよいのである。……商品Ａの可

能な価値表現の数は，ただ商品Ａとは違った商品種類

の数によって制限されているだけである。それゆえ，

商品Ａの個別的な価値表現は，商品Ａのいろいろな単

純な価値表現のいくらでも引き伸ばせる列に転化す
るのて､ある。（'6)」

要するに，「価値としての同質性」という大前

提的基準→単一の価値表現の不「完全」性→ヨ
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etcという列を逆にすれば，すなわち事実上す

でにこの列に含まれている逆関係を言い表わし

てみ」るという有名な｢逆転の論理」であって，

数多くの批判がすでによせられているように，

これではマルクス自身が他方で強調する,｢相対

的価値形態」と「等価形態」との対立的関連は

著しく消極化されざるをえなくなるのはいうま

でもないが，当面ここで注意しておくべきは，

このような「逆転」操作の背景には，価値の等

価表現と労働量関係とをリゾットに対応させる

ことによって価値表現関係における両辺の無制

限な同等関係をただちに確認してしまうとい

う，これまでも指摘した「価値実体」的視角と

ともに，「価値表現」関係を直接「交換」関係に

同一視するつぎのような視角がある，という点

であろう。

「じっさい，ある人が彼のリンネルを他の多くの商品

と交換し，したがってまたリンネルの価値を一連の他

の商品で表現するならば必然的に他の多くの商品所

持者もまた彼らの商品をリンネルと交換しなければ

ならず，したがってまた彼らのいろいろな商品の価値

を同じ第３の商品で，すなわちリンネルで表現しなけ

ればならない。（22)」

みられるようにあきらかに，本来区別して考

察されるべき，商品「交換」と価値「表現」と

が重ね合わされてしまっているのであって，大

きな無理のともなう，この「逆転の論理」とい

う「移行規定」と，「価値表現」と「交換」との

同一化という視点とは相互に内的関係にあるこ

とに注意しておきたい。

この「移行規定」にもとづきつぎに「Ｃ一般

的価値形態」が展開され，この「形態Iu」の「特

質」（①価値形態の「一般性｣，、価値の使用価

値からの「区別」の完成，⑧価値表現の「共同

事業｣化,ｅ価値の「同等｣性・可比性の確立，

⑥一般的等価物の形成,ｅ｢労働の一般的な人間

的性格」の完成(23)）がおさえられることによっ

て，この「形態Ⅲ」での価値形態の一応の確立

が確認されるが,その方向線上で最後にこの｢形

態Ⅲ」から「貨幣形態」への「移行規定」が考

リ多くの商品による価値表現への要請→「形態

11」への移行の必然性，という説明になってお

り，この価値概念の「完全」性を動因とする論

理が「Ｉ」→rII」の移行についての中心ロジッ

クになっているが，しかしこの「移行」に関し

てややニュアンスの異なる次のような２つの他

の説明もみうけられる。つまり1つは，「商品

の単純な価値形態は同時に労働生産物の単純な

商品形態だということになり，したがってまた

商品形態の発展は，価値形態の発展に一致す
る('7)」として，「商品の単純な価値形態」を歴史

的に未発展な形態とする「歴史的・発生的」視

点であり，もう1つは，「形態11の構成要素は，

形態Ｉ……である。それゆえ，単純な商品形態

は貨幣形態の萌芽なのである('8)」として,「形態

Ｉ」を「形態、」ひいては「貨幣形態」の「構

成要素」とゑる「論理的・解析的」視点である

が，以上のようないくつかの「移行規定」が『資
本論』の中でどう統一的に把握されているのか

はこれ以上明瞭ではない。

これをふまえて「形態Ⅱ」「Ｂ全体的な，また

は展開された価値形態」が設定され，その「特

質」(①一般的「人間労働」の抽象化,、価値の
社会性の発展,⑧価値の量的比率の明確化('9)）

と「欠陥」(①価値表現の「未完成」性,⑥価値

表現の「無限」性,'⑧価値表現の「制限」性，

ｅ価値表現の不「統一」性(20)）とが指摘された

うえで，まさにそこから次の「形態Ⅲ」への「移

行」が以下のように説明される。

「とはいえ，展開された相対的価値形態は，単純な相

対的価値表現すなわち第１の形態の諸等式の総計か

ら成っているにすぎない。／たとえば，２０エレのリン

ネル＝１着の上着，２０エレのリンネル＝１０ポンドの

茶，などの総計からである。／しかし，これらの等式

は，それぞれ，逆にすればまた次のような同じ意味の

等式をも含んでいる。／すなわち，１着の上着＝２０エ

レのリンネル，１０ポンドの茶＝２０ニレのリンネルな

どを含んでいる。（21)」

いうまでもなくこれは，「２０エレのリンネ

ル＝１着の上着または１０ポンドの茶または
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察される。つまり，－「形態Ⅳは，……リン
ネルに代わって金が一般的等価形態をもってい

るということのほかには，形態H1と違うところ

はなにもない(２４１｣とい；視角から－商品世界
の中での｢一般的等価物の役割｣が１つの特定の

「商品の社会的独占となる(25)」点に「形態Ⅲ」
→「貨幣形態」の「移行規定」がおかれ，そし

てこの「ある一定の商品」とは「歴史的に(26)」
は「すなわち，金である(27)」という，貨幣＝金
の関係の確定にもとづいて－例えば２０エレ

のリンネル＝１着の上着＝１０ポンドの

茶一・…－２オンスの金，という形で「２オン

スの金」を共通にしたままで－「Ｄ貨幣形態」
（｢価格形態｣）が設定されていく。まさにこの
ようにして，価値形態の発展が「２０エレのリン

ネル＝１着の上着」という最も単純な形態

から出発して，そのもっとも現実的・具体的な
形態である｢２０エレのリンネル＝２ポンド・ス

ターリング｣にまでたどられて，『資本論』の価値

形態論はそのゴールに到達するわけである。
〔３〕以上，『資本論』・「価値形態論｣の内容

をゑてきたが,つぎにこれをふまえて『資本論』

の展開の問題点を整理していくことにしよう。
さて問題点の第１は,｢価値形態論｣設定の｢必

然性一についてて鶴ある。つまり，すでにゑたよ

うに『資本論｣の展開では,「価値実体規定｣→｢価
値の社会性」→「価値形態論」へ，というかた

ちで「価値形態論」展開の「必然性」が指摘さ
れていたが，マルクスのこのような説明は，①

「価値の社会性」を強調するかぎり「資本論』
のように冒頭商品論での単なる２商品関係にお

いては価値実体規定をそもそも論証できな

い(28)こと,，②そうであれば価値実体としての

「抽象的人間労働」も決して「社会的」とは規
定しえないこと，③したがって「抽象的人間労

働」のこの「社会性」にもとづいて価値の形態
的分析に立ち「帰らなければならない」という

ロジックもやや恐意的・形式的にすぎること，
などの点で疑問があるため，結局，「資本論』に

おける「価値形態論」展開の「必､然性」につい

てはまだ不明確な点が残されているとふる他は
ない。

つぎに第２に問題なのは｢価値形態論｣の｢課

題」がかならずしも明確ではないことである。

この「課題」について「資本論』ては，（１）「貨

幣形態の生成」の解明,(2)「価値表現の発展」プ

ロセスの解明，（３）「貨幣の謎」の解明，という

３論点が示されていたが，しかし，①これら３

論点はそれぞれどう関係しているのか,②この３

論点を「価値形態論」の固有の「課題」としては

たして矛盾なく網羅しうるのか，③このような

３つの「解明」を通して最終的・本質的には何

を明確にすべきなのか，がかならずしも立入っ

ては考察されていないことによって，『資本論』

におげる「価値形態論」の「課題」設定には，
いぜんとしてなお検討の余地が存在していると
考えられる。

さらに『資本論』「価値形態論」の問題点の第

３は「形態Ｉ」設定の根拠・理由が十分あきら

かではない点である。すでにみたようにマルク

スはこの「理由」を，「最も単純な価値関係は，

明らかに，なんであろうとただ１つの異種の商

品にたし､するある１つの商品での価値関係であ

る」という断定に求めていたが，たしかに常識

的にいえば１対１の商品関係が「最も単純な価

値関係」だとはしても，それは「複雑」を「単
純」に還元する手続き以上の説明にはなっては

いないから，これでは，貨幣を媒介しないｉ対
ｌの抽象的な商品関係を「価値形態論」の出発

点に設定する十分な論理的根拠づけにはなって

いないといえよう。

そのうえで「価値形態論」の第４の問題点は

←価値表現の仕組糸」の内容にもいくつかのあ

いまいさををはらんでいる点である｡この問題は

いくつかの論点からなるが，まず(1)リンネルが

自らの価値を表現するために他商品との関係に

入らざるをえない理由,いいかえれば例えば「リ

ンネル２０エレ＝上着１着｣という関係がリンネ

ル所有者の側から設定される理由，が明確では

ないこと。つまり，リンネル所有者が，特に「上
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ぎりそうである他はないのだが－，「リンネル

の上着への等置」が「１人よがり」であるのに

対し，「上着のリンネルへの等置」は「1人よが

り」ではないとはとてもいえない点で問題があ

るからであって，リンネルの価値存在が「上着
●●

の身体」＝「使用価値」の上に「現われてくる」

というマルクスの説明はなお不十分だといわざ

るをえない。

したがってそうであれば(4)マルクスによる

「価値表現の仕組み」の総括である，「価値関係

の媒介によって，商品Ｂの現象形態は商品Ａの

価値形態となる(31)」というそれ自体は正しい規

定も十分には論証されないことになるのであっ

て，もしこの枢軸的規定が十分に解明されなけ

れば，『資本論」「価値形態論」の全体にも大き

な難点が残ると考える他はないであろう。

さらに第５の「価値形態論」の問題点は価値

形態の「移行規定(32)」に検討すべき余地が含ま

れていることである。まず(1)｢形態Ｉ」→「11」

については，価値の同質性を基準として「不完

全」な価値表現である「形態Ｉ」から，ヨリ完

全な価値表現たる，多くの商品での価値表現と

しての「形態II」への「移行」を示すというマ

ルクスの中心的な説明はやや「形式的」にす

ぎるうえに，それと少々ニュアンスの異なるい

わば｢歴史的発生論｣的説明や「論理的解析論」

的説明と，それとがどのような相互関係にある

のかが不明確な点に問題を残していた。つぎに

(2)「形態11」→「IⅡ」については，有名な「逆

転の論理(33)｣がつかわれているが，マルクス自身

が正当に強調していた｢相対的価値形態」と「等

価形態」との「排除しあう，または対立する両

端，すなわち両極」という価値表現の特性を前

提するかぎり，価値表現式の「右辺」と「左辺」

とは質的に全く位置が異なるのであるからその

両辺を「逆転」して反対関係の式を同じ平面で

導出することはできないという他はなく，した

がってそれを無視して「形態Ⅱ」の「逆転」か

ら「形態Ⅲ」をみちびきだすことになれば，価

値表現方式のルールを破ってしまうという難点

着」という他商品で，しかも上着「１着」を基

準にして２０エレのリンネルを等置する，という

行動をとることになった事'肩は，商品価値の特

性自体一「リンネル価値をリンネルで表現す

ることはできない(29)」という価値性格一で説

明のつくことではないのだから，このような

「特有な関係式」成立の具体的動機を確定して

おく必要がなお残る。つぎに(2)「リンネル２０エ

レー上着1着」という関係の中て「上着は，価

値の存在形態として，価値物として，認められ

る｣，とはどういうことか，そして何故そうなの

か,が明瞭ではないこと｡つまり，「上着｣は－

マルクス自身もいうとおり－そもそもから商

品なのだから当然価値をもち，そのような「価

値物」としてこの等置関係に入っているとすれ

ば，それがあらためてここで「価値物」と「認

められる」というのはどういうことなのかがあ

きらかではないうえに，「価値物としての承，上

着はリンネルと同じだから」だという点から，

その価値性格のいまだ未確定なリンネルとの同

格性を基準にして「上着」の「価値物」化を説

明しようとするのはさらに一層筋が通らない

こととなろう。

さらに(3)この等置表現の中て「リンネルはそ

れ自身の価値存在が現われて」きて上着の「身

体」において「独立な表現を与えられる」とい

う説明にも疑問がでてくる。なぜなら，まず1

つには，「上着」がこの関係の中でリンネルに

とっての「価値物」になる－いま糸たように

これは論証されていないが－とはしても，そ

のことと，リンネル価値が上着商品の特にその

「身体」＝使用価値であらわされることとは，

理論的には別の問題なのにそれがただちに同一

視されていて問題であるとともに，また２つに

は,「上着」の価値性の優先的認定→それによる

事後的な「リンネル」価値性の確定，というい

わゆる「回り道(30)」的な展開順位についても，

そもそも，リンネルによる上着を媒介とした価

値表現関係が全体として「１人よがり」なので

あるから－そして個別的な価値表現であるか
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をもつことになろう。さらに(3)｢形態Ⅲ」→「貨
幣形態」に関しては，その「移行」はもっぱら

等価形態が「社会的慣習によって最終的に商品
金｣に固定化される点だけに限定されているが，
「形態IⅡ」と「貨幣形態」との区別を単に金の

問題だけにしぼることは問題であって，この｢貨
幣形態」になると等価形態に立つ商品（金）の

使用価値的性格が全く形式化する以上，例え

ばその価値表現の量的表示方式に変化がでてく

るなど，価値表現関係の全面的完成にともなっ

ていくつかの「形態Ⅲ」との相違がでてくるは

ずであるから，「形態Ⅲ」と「貨幣形態」との同
一性と区別とを明確にしておく必要がなお残さ

れているといってよい。要するに「資本論」「価

値形態論｣の｢移行論」には統一的論理が欠けて

おり，したがって各形態間の移行「必然性」は

あきらかにされていないと結論できる。

そこで最後に第６に「価値形態論の方法」と

いう点から「資本論」の「価値形態論」を整理

して承よう。さて方法論に関するまず第１の論

点は，価値形態の展開を価値実体の展開に直接
対応させようとする「実体論」的価値形態把握

である。しかしこのような「実体論」的方法に

は，①「リンネル＝上着」という部分的かつ局
限的条件から，その共通の実体として本来社会
性をもつ「抽象的人間労働」を導くことはそも

そも無理があること，②価値表現の両式に等質
かつ共通な「抽象的人間労働」が前提されてし

まうことによって，価値表現の基本的特質であ

る，「相対的価値形態」と「等価形態」との互い

に排除しあう「両極」的性格が著しく消極化さ

れること，③価値形態の「移行」が「抽象的人

間労働」の社会性の発展に置きかえられつつ，
価値表現の仕組承の確立・発展からする「移行
規定」の説明が軽視されていくこと，④－マ

ルクスが正しく規定していた－「価値表現」

関係の前提→「価値実体」関係の承認という論

理的先後関係(34)が十分には生かされないこと，
などの点で疑問が残るといってよく，したがっ

て，「資本論」の「実体論」的方法は大きな難点

をかかえていると考えられる。

つぎに価値形態論の第２の方法論的問題は,｢価

値表現」と「交換」との同一視的傾向について

である。つまり，このような「価値表現」と「交

換」との同一化は，特に「形態11」から「、」

への「逆転」の論理において目立つ他，例えば

「形態Ｉ」－「ある１つの商品Ｂでの表現
は……商品Ａをそれ自身とは違ったなんらかの

１つの商品種類にたし､する交換関係のなかにお

く(35)」－や「形態11」－「交換が商品の価

値量を規制するのではなく，逆に商品の価値量
●●●●

が商品の交換割合を規制する(36)｣－の中にも

ふられるが，しかし，「価値表現」と「交換」と

がこのようにオーバーラップされてしまうと，

「形態Ｉ」→「貨幣形態」のプロセスは商品交

換の発展過程と対応させられざるをえなくなる

から，「交換」自体ではなく，「交換｣の前提をな

す「貨幣」形成の理論的解明，という『資本論」

「価値形態論」の本来的目的は大きく後景にし

りぞくという問題が生じてしまう。その場合，

「価値表現」と「交換」との同一化というこの

ような方法の根底には「実体論」的価値形態論

把握があるのであって，等置される２商品の間

に同等の価値実体がすでに確定されてしまえ

ば，その２商品がただちに直接交換可能なも

の－交換された結果の事態として考えても同

じだということ－とされていくのは当然なの

である。

さらに以上のことから，「価値形態論」の第３

の方法的論点として価値形態論と歴史的な商品

発展過程とのパラレル化という視点がでてきて

いる。つまり，いまみたように「価値表現」が

「交換」と同一化されれば，「価値表現」の発

展は「交換」の発展とゑなされるが，その際「交
換」の「発展」ということになればそれは「歴

史的｣な｢発展｣以外ではなくなるから,結局ｒ価

値形態論｣展開＝歴史的な商品流通過程の発展，
とされていくのはみやすい道理であろう。しか

しながらそうなってしまうと，ここでも「貨幣」
●●●

形成の理論的解明とし、う，『資本論」「価値形
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つぎに第２にこの「価値形態論」の「課題」

を宇野氏はどうとらえているかが問題となる

が,この点についての明示的説明はふられない。

ただ，「例えば小麦は１キロ金何志であるとか，

リンネルｌヤール金何円であるとかいえば，そ

の価値がそのまま表現されているかのように考

えられ易いが，実はこの表現も１商品の価値が

他のｌ商品の一定量によって表現せられる交換

価値の発展した形態にすぎないのである。しか

も商品の交換価値は，かかる形態に発展せざる

を得ないのであって，吾々は進んで何故そうな

るかを明らかにしたい(39)」といわれるのをふれ

ば，その「課題」は，商品価値の「１商品の－

定量による表現」形式の，ヨリ進んだ「貨幣形

態」への「発展せざるを得ない」「必然性」の解

明におかれているとも考えられるが，しかしそ

の場合でも，「商品価値の他商品による表現」の

内容解明と貨幣形態の「必然性」解明との相互

関係についてはそれ以上明瞭にはされていな

い。

以上みた「価値形態論」の「必然性」・「課

題」をふまえてつぎに第３に宇野氏による「価

値表現の仕組ゑ」の展開に眼を移すと，まず最

初に，「例えばリンネル１０ヤール＝５ポンドの

茶,即ちリンネル１０ヤールは，５ポンドの茶に

値するという簡単なる形態(４０)」の設定理由＝根

拠が次のように示される。

態論」の本来的理論構成からは大きくはなれて

しまい，そこに疑問が残るのは明白だと思われ

る。要するに，（１）「実体論」的把握，（２）「価値

表現」と「交換」との同一視，(3)歴史的把握，

という３論点は『資本論」「価値形態論」の方法

を相互内的に規制しあうまさに「三位一体」的

ポイントであることがわかるがその中の根本的

問題性は特に「実体論」的価値形態論把握にあ

り，さらにその終局的原因が冒頭商品論での価

値実体規定にあることはいまやいうまでもない

であろう。

IＩ宇野『経済原論」の価値形態論

〔１〕宇野弘蔵氏の「価値形態論」は『経済

原論」第１篇「流通論」の第１章「商品」のう

ち「二交換価値＝価値形態」および「三貨幣形

態＝価格」において展開されており，この「二」

はさらに「Ａ簡単なる価値形態」「Ｂ拡大された

る価値形態」「Ｃ一般的価値形態」に３分されて

いる。そこで早速第１に「価値形態論」への「移

行規定」の点から氏の「価値形態論」をみてい

くと，その「移行」は，基本的には，「あらゆる

商品と交換せられ得るもの(37)」としての商品特

性（商品の全面的交換要請特質）→「同質的で

ある」「価値」と「異質的である」「使用価値」

との関係（｢商品の二要因｣）→「交換価値」の，

「あらゆる商品が互いに商品としての関係を展

開するもの(38)」としての解明（｢価値形態論」の

展開)，というラインで指摘されているといって

よいが，このような説明の基軸が，商品は本来

あらゆる他の商品と「交換せられ得るもの」で

あり，したがって商品はあらゆる他の商品と価

値関係を結ぶものである，という認識にあるこ

とはいうまでもない。このように，「資本論』と

ちがって，価値の実体規定を全く前提せずに，

商品の交換要請特質一｢商品の二要因」とい

う純枠な「形態論」的ロジックで「価値形態論」

への「移行規定」が示されている点に宇野氏の

説明の特徴がある。

「こういう形態は，今日の資本主義社会では一般的に

は行われないので壜あるが……リンネルは１ヤール金

何円という形態の底には，この形態がひそんでいるの

である。（4m」

要するに(1)｢形態Ｉ」存立の非独自性→(2)｢貨

幣形態」の「底」における「形態Ｉ」的関係の

貫徹→(3)「形態Ｉ」の抽象と設定の必要，とい

うロジックだが,このような説明では,｢形態Ｉ」

が現実的には実存しないこと，にもかかわらず

その抽象的形態として独自的設定が不可欠なこ

と，という一種の論理的切断関係が意識されて

いる点にその特徴があるといえよう。
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ついで「形態Ｉ」の内容にそくして「価値表
現の仕組み」が次のように展開されていく。

「元来，リンネル１０ヤールは５ポンドの茶に値すると

いう場合は，リンネルを商品として所有する者が，自

分の欲する５ポンドの茶に対してならばリンネル１０

ヤールを交換してもよいという関係を表示するもの

であって，厳密にいえば茶はなおリンネルと交換に提

供せられていなくてもよいわけである。……実際また

茶の所有者が，果してリンネルをもってその価値を表
現するかどうか，するとしても１０ヤールのリンネル

をもって茶５ポンドの価値とするかどうかはわから

ない。（42)」

リンネルをもってその価値を表現するかどう

か,するとしても１０ヤールのリンネルをもって

茶５ポンドの価値とするかどうかはわからな

い」から，リンネル所有者の「発意」＝「欲望」

を価値表現成立の不可欠の「動因」とする宇野
氏の視点からいわば自明のこととして，価値表
現の「主観性」＝「観念性」という特質が帰結
するといえよう。

しかもこのような理解からただちに次のよう

な２つの重要な論点が導出されていく。つまり

１つは,「この簡単なる価値形態……の式は両辺

を逆にしても同じであると理解されてはならな

い(43)」という点であり，宇野氏においては，一

方でマルクスとちがって価値実体的把握を排除

しているとともに他方でいまふた「価値表現」

の｢主観性｣を強調されることによって，「逆転」

操作の否定が明確にされる｡そしてもう１つは，

「また此処では，交換価値としての価値の発展

形態を考察しているのであって，商品の交換過

程そのものを考察しているのではな」<「商

品の交換は，……貨幣を媒介にして特殊の形式

をもって行われる(44)」として,「価値表現｣と｢交

換過程そのもの」とをはっきりと区別している

点に他ならないが，「資本論』で問題点として残
されていたこの２論点とも，宇野氏の展開では

「価値表現」の「主観性」にもとづいて，一応
クリアーされていると考えられる。

そのうえで第４に宇野氏による「価値形態」

の「移行」論理をフォローしていこう。さてま

ず(1)「形態Ｉ」から「11」への「移行」につい

ては，「形態Ｉ」の「不十分性」が，①価値評価

の非「客観性」＝非社会性，②価値表現の量

的不確定性，③価値の同質性の未確立(45)，の諸
点でおさえられたうえで，「……リンネル屋に

とっては，リンネルの価値はもちろん単に茶に

よって表現せられるだけではない。己れの欲す

る他の種々なる商品によっても表現せられ得る
し，またせざるを得ない。そうでないとリンネ

ルは商品であるとはいえない(46)」ということか

ら，その「移行」が，直接的には「欲望の拡大」

この認識はきわめて重要である。つまり「リ

ンネル１０ヤール＝５ポンドの茶｣というこの等

置関係の成立については,リンネル所有者が①ま

ず５ポンドの茶がほしいと「欲望」し，②その

上でその「５ポンドの茶」をくれるのならば自

分のもっているリンネルのうちから，リンネル

１０ヤールを提供してもよい，というリンネル所

有者側からする特定の動機＝「欲望」が｢動因」

となっていることが示される。その点では「リ

ンネル１０ヤール＝５ポンドの茶｣という等置関

係・価値表現は，決してリンネル商品と茶商品

との客観的・同等的な関係なのではなく，あく

までリンネル商品所有者による一種の一方的な

意思発動＝「プロポーズ」が起点になっている

ことがあきらかにされているといってよい。そ

してそのことから当然に「１０ヤール」・「５ポ

ンド」という「量規定」についても，リンネル

所有者の発意にもとづいて；さしあたり必要と
する茶の「５ポンド」がまず先に特定され，つ

いでそれに見合うとリンネル所有者が判断・評

価した，リンネルの「１０ヤール」が決定される，
という順をとることになるのであって，まさに

このような「量規定」における決定方式の中で

こそ，リンネル所有者は自己商品リンネルの｢価

値表現」を特有のかたちでなしていることに

なるわけである。したがってそうであれば，「茶
はなおリンネルと交換に提供せられていなくて

もよい」のはもちろん，「茶の所有者が，果して
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によって，そして結果的意義の点からは「価値

同質性による要請」にもとづいて，説明されて

いるといってよい。

つぎに(2)「形態11」→「Ⅲ」をみると，最初

にこの「形態11」の「特質」（①価値の使用価値

からの区別の明確化，②価値の量的基準の確実

化(４７)）が指摘されつつも，その「不十分性」が，

①価値の使用価値からの分離の未完成，②価値

表現系列の不統一性，③価値表現範囲の限界

性＝不完全性，④価値表現における社会性の未

確立，として列挙され(48)，それをふまえてつぎ

のように「形態、」への「移行」が設定されて

いく。

「すなわちあらゆる商品の拡大された価値形態におい

てつねにその等価形態におかれる商品の出現がそれ

である。いわば全社会的に交換を求められる商品は，

もはや単なる商品とはいえないものに変って来るの

である。い，)」

要するに，全ての商品による「拡大された価

値形態」の展開→全ての等価形態に共通におか

れる商品の「出現」→「全社会的に交換を求め

られる商品」の確定→その統一的な等価形態商

品による価値表現の成立→「形態H1」の設定，

というロジックで「形態Ⅱ」から「111」への「移

行規定」が与えられているといってよい。そし

て宇野氏のこのような説明て､特徴的なのは，

最初から，全ての商品が同時に「拡大された価

値形態」を展開しつつ,しかもその中から必然的

に「一般的等価商品」が「出現」するとされて

いる点だが，なぜ必然的にそれが「出現」する

のかについてはかならずしもその立入った理由

づけがなされているわけではないことに注意を

要する。

さらに(3)「形態IⅡ」→「貨幣形態」への「移

行」にすすむと，まずこの「形態、」の「特質」

が，①価値表現における統一性の完成，②等価

形態商品の使用価値的「形式化」の進行，③価

値表現の「社会」性の確立，④価値の量的基準

の「客観」化・確実化，という諸点(50)で把握さ

れ，それにもとづきこのような「特質」の中か

ら「貨幣形態」への「移行」がさらにつぎのよ

うに示される。

「一般的価値形態も抽象的に考えればあらゆる商品が

一般的等価物となり得るものとしなければならない『し

かしこの形態は……おのずから特定の商品に限定さ

れて来る。しかもそれは一定の商品に固定する傾向を

もっているのである。そしてこの一定の商品は，その

使用価値がかかる特殊の地位に適合したものとして，

金銀に,そして結局は金に落ちつくのである……｡(５１)」

つまり，「一般的等価物」の，特定商品への理

論的非「限定」性→「特定」商品への現実的「限

定」化→「一定」商品への「固定」化→「金」

への帰着,という４段階のロジックによって｢形

態H1」→「貨幣形態」への｢移行｣が説明されて

いるが，しかしこのうち，「理論的に」確定しえ

るのはどこまでで，「歴史的」「現実的」問題と

なるのはどこからなのかは，宇野氏のこの説明

からは明確にはくj2Aとれないという他はない。

いずれにしても，このような｢移行規定」にそっ

て「貨幣形態」の「特質」が，「相対的価値形態

にあって，己れの価値の表現せられる商品は，

それぞれの商品の１単位によって，その価値を

表現せられる(52)」という，自己の単位量を基準

とする価値表現の点に求められるとともに，そ

こから「あらゆる商品は金何円という価格で，

その価値を表現する(53)」ものたる「価格」形態

の成立があきらかにされ，そのうえで最後に，

このような「貨幣形態＝価格」の「意義」が，

特に価値規定との関連で明確にされていく。

すなわち，価値概念の形態論的純化一「商品

の価値が……決してそれ自身で存在し，固定的

なる実体として把握し得ない(54)」ことの明確

化一をふまえて，この「価格」形態の意義が，

商品価値を社会的に通約し，その「結節点」と

なる点で確定されているといってよく，まさに

そのことを通して，価値は「価格」というか

たちをとってのみ商品流通の中で現実化しつ

つその資格が与えられる点もあきらかにされ

ているが，この場合さらに重要なことは，「価

格｣形態の意義のこの明確化がつぎの｢貨幣論」
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への移行規定の説明にもつながっているという

ことであって,まさに，貨幣を媒介とする商品交

換関係の形成（価格形態の成立）→商品価値表

現の主観性（価格水準の未確定性）→貨幣によ

る交換の実現(購買を通す価格水準の確定)，と

いうプロセスで，商品論最後の「価値形態論」

から「貨幣論」の第１規定たる「価値尺度(55)」

論への移行が示されているといってよい。

〔２〕さて以上のような宇野・価値形態論の

内容をふまえて，つぎにその「意義」を確認し

ていくことにしよう｡最初にその意義の第１は，

価値形態論への導入論理＝その「必然性」が，
価値の形態論的把握にもとづいて明確化された

点である。つまり『資本論』では，価値の実体

規定が「価値形態論」の前提とされるため，「価

値の現象形態」としての「価値形態」への「必

然性｣を展開するポイントたる価値の｢社会性」

という特質も適切には位置づけられず，した

がって「価値形態論」の「必然性」も十分には

明確にされなかったのに対して，宇野氏の場合

には,価値の実体規定を排した｢商品の二要因」

論→形態論次元における「価値の社会性」把握

→｢価値の社会性｣の｢価値形態｣としての展開，
という首尾一貫した形態論的ロジックを通し

て，「価値形態論」の「必然性」が的確に解明さ

れていると考えてよい。そしてこの場合,「価値

の社会性」に関する宇野氏のそのような体系化
の前提的基礎に，冒頭商品論における価値実体

規定の排除にもとづく商品論の形態論的純化と
いう卓抜した処理があることはあらためていう

までもないであろう。

つぎに宇野・価値形態論の第２の意義は「価

値表現の仕組糸」の内容分析について決定的な
前進が実現されたことであるが，これは次のよ

うないくつかの論点からなっている。まず最初

は(1)「形態Ｉ」設定の根拠に関して立入った説

明が承られる点であろう｡すでにみたように『資
●●

本論』では，「１対１」の商品関係力:あらゆる商
品関係で最も基本的な関係であるという形式的

説明が与えられるにとどまっていたのに対し

て，宇野氏にあっては，「形態Ｉ」は，①現実に

はそのままでは存在しないこと，②しかし現実

の「貨幣形態」の抽象的形態をなすこと，③し

かもその抽象形態の中での最も単純な要素をな

すこと，の３論点が統一的に説明されることを

通して，「形態Ｉ」設定の根拠がヨリー層内容を

もって解明可能にされている。そう考えれば，

「形態Ｉ」は「貨幣形態」からは完全には自立

化され得ない，その抽象的一要素形態であるこ

とをあきらかに示した点に，宇野氏の説明の重

要な意義があるともいえよう。

つづいて(2)価値形態展開の動因が商品所有者

の「欲望」を中軸として体系化された点(５６)がそ

の意義として注目される必要がある｡つまり『資

本論jの場合には，「リンネル２０エレ＝１着の上

着」という価値表現において，リンネル所有者

はその価値表現を，なぜ「上着」を材料として

選びつつ，しかも「２０エレ」対「１着」という

比率でなすのかは全くあきらかにされず，それ

はすでにおこなわれてしまった交換の結果的与

件にすぎないと処理されるしかないという難点

をもっていた。それに対して宇野氏によれば，

リンネル商品の所有者を明確に設定しつつ，こ

の「リンネル２０エレ＝１着の上着」という価値

関係をリンネル所有者の「欲望」発動にもとづ

いて位置づけること－自分の｢欲望｣する「上

着１着」をくれるならば「リンネル２０エレ」を

与える，という関係一によって，リンネル所

有者が，他商品ではなく「上着」という特定の

商品を，しかも「２０エレー１着」という量的比

率で，価値表現の対象に選択したことの背景は

十分に示されることになっており，まさにそれ

を通して，資本制的生産では価値表現は客観的

な第３者的関連の中ではなされずあくまでも個

別的動機･発意を媒介する他はないことも理解

可能になったといってよい。

さらにこのことからただちに指摘できる意義

は，(3)価値表現の「主観性」＝「観念性」が正

しく把握されることになった点である。つまり

いま承たように「リンネル２０エレ＝１着の上
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<つかの新しい成果がみられることである。ま

ず最初に(1)「形態Ｉ」→「11」の「移行規定」

が整理されつつ，「形態Ⅱ」の性格が明確化され

た点が指摘できる。すでにみたように｢資本論』

ては，この「移行規定」が，単一商品での「不

完全」な価値表現から多くの商品でのヨリ進ん

だ価値表現というかたちを中心として－商品

所有者の具体的行動から切断された－価値表

現の「完全」性要請の点からやや「形式的」＝

外在的に示されながら，「形態Ⅱ」としても，「形

態Ｉ」の「不完全」性を解決するという方向か

ら,社会全体の商品が等価形態にきてしまう「全

体的な」「価値形態」としてただちに設定さ

れてしまうという難点をかかえていたのに対し

て宇野氏の説明では，この「移行規定」が，「相

対的ＩｌＩｉ値形態」商品所有者の「欲望捧大」にも
とづいて考察されることによって，その「移行」

が，個別商品所有者の立場における「価値表現

の仕組み」の具体的内部展開にしたがって解明

されているといってよい。そしてそれにともな

い「形態11」は，「全体的な」｢価値形態」では

なく，あくまでもリンネル所有者の「欲望」水

準と範囲に具体的に制約された価値表現として

の「拡大された」「価値形態」にとどまる点も明

確にされたと考えられる。

つぎに指摘できるのは(2)「形態II」→「IⅡ」

への「移行」を正しい方向で位置づけたことで

あろう。すなわち，『資本論』の場合には，「全

体的な」「価値形態」としての「形態Ⅱ」の「逆

転」から「形態Ⅲ」を導出するという，難点を

含まざるをえない方法がとられていたが，宇野

氏の腱開では，価値表現の「逆転」関係が封殺

されながら全ての商品による「拡大された価値

形態」の展開にもとづく特定商品の，「一般的等

価物」としての「出現｣，というロジックでｒ形

態11」から「Ⅲ」への「移行」が説明されてい

たと考えてよいが，これによって，この「移行」

が，重大な難点をもつ「逆転」論理を使用する

ことなく，「価値表現の仕組み」の具体的な発展

にそくして「形態論」的に解明されているよう

着」という価値表現が，交換された結果の商品

価値関係表示ではなくリンネル所有者の側から

する一種の「プロポーズ」にすぎない以上，リ

ンネル所有者のその「発意」がそのまま実現さ

れるかどうかは全く保証のかぎりではないこと

にもとづき，商品所有者の「発意」を不可欠の

動因とするこのような価値表現が，本来一方的

で「主観的」な，したがって「観念的」な性格

をもっているという特質が十分に明確化された

と考えてよい。その意味で宇野氏によるこのよ

うな価値表現の「主観性」の強調は，『資本論』

の「客観主義」的な価値表現把握を克服してい

るとみてよいが，しかも単にそれだけでなく，

それはさらに,資本制的生産の全体における,価

値の「表示」と「実現」との根本的位相差につ

いての体系的明確化に対しても決定的な重要性

をもっていると考えられる。また(4)価値表現に

おける「欲望｣媒介の不可欠性→価値表現の「主

観性｣，という視点をふまえて，価値表現等式に

おける「逆転」操作の不可能性と，「価値表現」

と「交換」との明確な分離，との２論点が明瞭

にされたことが重要であろう。すでにみたよう

に『資本論』ては，実体論的価値形態論把握に

制約されて，一方で「相対的価値形態」と「等

価形態」との「両極」性が正しく指摘されつつ

も，他方で「逆転」操作や「価値表現」と「交

換」との一体化が残されていたのに対し，宇野

氏の展開では，価値実体規定の価値形態論から

の排除および「価値表現」における「主観性」

の強調によって，「相対的価値形態」と「等価形

態」との形態的「両極」性の鋭い把握が可能

となった結果,「逆転｣操作・「価値表現」と「交

換」との同一化という２つの難点は十分に完封

されているとみてよいのであって，「価値形態

論」の展開は，「実体論」を基礎とする「逆転」

や「交換」の手助けを借りないで，純粋な形態

的論理で一貫しておこなわれるに至っているの

である。

つづいて宇野氏の価値形態論における意義の

第３は「価値形態」の「移行規定」についてい
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に思われる。

さらに(3)｢形態H1」から「貨幣形態」への「移

行」を体系化しつつ，「貨幣形態」の意義を明確

にしたことも重要であろう。この点につき「資

本論」では，価値表現はある意味で「形態Ⅲ」

で完成するものとされて，「貨幣形態」論はただ

その等価形態が金に固定されていく事実的・歴

史的分析に消極化される傾向が強かった－そ

のことから，全ての商品が金の一定量を固定し

たままで自己商品の特定量を表示するという不

自然な価値表現形式が残された－のに対して

宇野氏の場合では,「金｣の使用価値的｢形式化」

を根拠にして，この「貨幣形態」では価値表現

方式における自己商品のｌ単位による基準化が

設定されるべきこと，が明確にされたといって

よい。したがってその意味で，価値表現方式と

しての完成という点からする「形態Ⅲ」と「貨

幣形態」との間の質的差異がはっきり把握され

ているとみられるが，そこからさらに，各個別

商品を結びつけその「結節点」となる商品価値

の社会的な媒介項こそ，金による価値表示たる

「価格形態｣に他ならないことの決定的意義一

贋本制的生産全体における価値表示・評価・実

現を展開するための基本的要素としての，この

「価格形態」の意義一も体系化可能になって

いることはいうまでもないのて、ある。

そのうえで宇野・価値形態論の第４の意義

は，「価値形態論の方法」が体系的に整理された

点である。さてこの「方法論」に関する(1)第１

の論点はまず「価値形態論」の「形態論的」純

化という側面であり，これによって，価値形態

の展開が，ｌ商品が自己の価値性格を社会的に

表現していく具体的方式の解明ロジックとして

明確化されたといってよい｡つぎに(2)第２の｢方

法論」的論点は，形態論的価値形態Hl-への純化

にともない，価値実体規定のリゾットな前提に
制約されて『資本論』になお残されていた諸難

点の克服一(ｲ)価値表現等式の「逆転」操作の

否定，（ﾛ)価値形態の展開と交換関係との分離，

ｎ歴史的な商品形態の発展と価値形態展開との

分化(57)－が実現されたことに他ならない。ま

さにこれを通して，価値形態論が，交換そのも

のの分析ではなく，その交換を可能にする価値

表現方式の理論的解明にしぼられているといっ

てよいのである。したがって(3)宇野氏の「価値

形態論の方法」は，個別商品所有者の商品経済

的「欲望」＝発意を積極的媒介動因にしつつ自

己商品の価値を社会的に表現することによって
●●

現実的な交換を可能にするその方式を「形態
的｣につくりあげていく論理を,まさに理;論的に

解明する方法として整理されているといってよ

く，その点で，「形態性」・「個別性」．「表現

性」という３論点こそ宇野・価値形態論の方法

的特質に他ならない。その場合，これら３論点

は同時に，資本制的生産における価値運動様式
の特質でもあるから，結局価値形態論の宇野氏

によるこのような方法的明確化は，いわば「価

値法則」論の体系化にとっても基本的重要性を

有しているのはいうまでもないであろう。

〔３〕では，以上のような「意義」をふまえ

たうえで宇野・価値形態論の問題点はどこにあ

るのだろうか６まず第１は価値形態論の「課

題｣(58)についてなお不明確な点が残されている

ことである。つまり宇野氏にあっては，この｢課

題」について，①「ｌ商品の価値が他の１商品

の－定量によって表現せられる」という，交換

価値の基本的あり方の解明と，②その価値表現

形態が貨幣「形態に発展せざるを得ない」とい

う，貨幣形態への「必然性」の解明，との２ポ

イントが指摘されているか，しかしその際間

題なのはこのうち，後者の「貨幣形態への発展

必然性」の解明をＭ価値形態論の固有かつ不可

欠な｢課題」だとみることにはやや疑問がある，
という点である。というのも，資本制的生産に

おいては現実には商品と貨幣からなる価値関係

以外には存在しなく，したがって価値形態論で

おこなっているような，貨幣を媒介しない，「形
態Ｉ」から'Ⅲ」までの価値表現方式はそのま

まではありえないのて､あるから,そのような｢抽

象的論理」を使って，貨幣のない論理次元から
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たように宇野氏の展開では，価値表現成立の具

体的成立動機が商品所有者およびその「欲望」

の設定を通して的確に解明されており，その点

で「商品所有者の欲望」の明確化は決定的な重

要性をもっていたとみてよいが，その場合，宇

野氏が「商品所有者の欲望」というやや特殊な

言葉で表現された内容が，①特定の商品を価値

表現の材料として「主体的」にえらぶこと，そ

してそのうえで②価値表現の量関係を「主体

的」＝「主観的」に設定すること，の２点にそ

の中心があるとすれば，この「内容」を示すた

めには－「主体的」な「意思」発動がそこに

介在していさえすればそれでよいのだか

ら－，直接的かつ最終的な消費の対象として

狭く把握されてやや特殊な限定された状況と関

連させられ易い「欲望」というタームを使用す

ることについては多少の疑問が残るように思わ

れる。

この「価値表現の仕組ゑ」論において疑問な

もう１つの点は，「リンネル２０エレ＝５ポンド

の茶」の関連において，「リンネルは現実的には

リンネルなる使用価値としてありながら，その

所有者の観念においては価値として茶となって

いる」ということから－ほぼ「資本論』と同

様に－，等価形態商品が相対的価値形態商品

の「価値」となる，とする点である。たしかに，

茶をほしがっているリンネル所有者の眼にはそ

の茶があたかも自己商品の価値にゑえるという

常識的・比楡的ないい方はできるとはしても，

経済学的にいうかぎり，この関係の中で示され

ていることは，リンネル所有者の側からして自

分の望む「茶」はすでに商品であるから，何ん

らかの代価を提供することなしには入手できな

いであろうとして，リンネル所有者が茶商品の

「価値」性をいや応なく認めざるをえない，と

いうことに他ならないのであるから，そのこと

と，リンネルが「リンネル所有者の観念におい

ては価値として茶となっている」とか，茶はリ

ンネルの価値をあらわす，とかということとは

本来まったく別のことだといわざるをえない。

貨幣を論理的に設定していくようなロジック

は，特殊な制約・限定をおかないかぎり，資本

制的生産の場では本来採用できないはずだか

ら，であって，貨幣の特質あるいは商品と貨幣

との関連を知るために,そのような抽象的な｢形

態Ｉ」・「11」・rIII」などの設定がたとえ必

要だとはしても，そのような「抽象的」な「形

態Ｉ」・「11」・「、」を組み立てながら「貨

幣形態への発展必然性」自体を解明することは

やはり無理であり，それ故，「価値形態論」の固

有の「課題」としても不適切なように考えられ

る。

つぎに宇野・価値形態論の第２の問題点は

「形態Ｉ」設定の理由についてなお検討の余地

があることである。すでに糸たように，宇野氏

は，現実には「形態Ｉ」のような「抽象的」な

価値形式はないことをまず明確にふまえたうえ

でしかし「貨幣形態」においても，その「底」

に「形態Ｉ」で示されるような単純で抽象的な

価値形式が貫徹していること，をもって「形態

Ｉ」設定の理由とされていた－その点で『資

本論』のやや形式的な説明を超,えているが－

がそれでもそこには次の点が解明されるべき点

としてなお残っている。つまり(ｲ)この｢形態Ｉ」

が貨幣形態の「底」に貫徹しているその具体的

内容,(ﾛ)宇野氏のこのような考えが,「貨幣形態」

の抽象的・解析的要素形態としての｢形態Ｉ」

という把握を許すのか否かという点，ｈ宇野氏

のこの説明が，価値形態展開に対する，完成さ

れた．現実の価値形式たる貨幣形態の「ある意

味」での前提を可能にするのか否かという点に

他ならないが,いずれにしても,宇野氏による「

形態Ｉ」設定の理由づけにおいては,「貨幣形態」

の「底」に「形態Ｉ」規定が貫徹するというこ

との内容に関しなお一定の検討の余地を残して

いるといってよい。

さらに問題点の３つめは，「価値表現の仕組

み」に関してやや疑問な点が存在することであ

る。その１つは,価値表現成立における「欲望」

のとりあつかい(59)についててあろう。すでにみ
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そしてそうであれば，リンネル商品に内在して

いた「価値」と「使用価値」の二要因が，価値

表現方式の中で,「価値」＝「茶｣，「使用価値」＝

「リンネル｣，という関係で外部の２商品に分化

してあらわれる(６０)，とも簡単にはいえなくなる

とも思われるが，それは価値形態の理論的解明

にとって何んらの障害にもならないのである。

また宇野・価値形態論に残された第４の問題

点は「価値形態」の「移行規定」に関してであ

るが，これは以下のようにいくつかの論点に区

分できる。まず１つめは(1)｢形態Ｉ」から「、」

への「移行」についててある。つまり宇野氏に

おいては，リンネル商品所有者の「欲望拡大」

にもとづき「形態Ｉ」→「11」への「移行」が

指摘されているが，宇野氏も､､われるように，

｢形態,」が現実から抽象＝jした｢理論的｣な
形態であるとすれば，それを自立化させたうえ

でそこに「欲望拡大」という現実的なプロセス

をつゑ重ねたとしてもその抽象的次元を超える

ことはできない以上，その先に「形態Ⅱ」を現

実的に設定することはできないであろう。また

それとともに，この「欲望拡大」の結果として

「価値の同質性」も確認されるとされているが，

「欲望拡大」というすぐれて個別的・主観的な

動機と「価値の同質性」における発展という社

会的・結果的な契機との，本来質的に相違する

これらの２論点を，「形態Ｉ」→「11」の「移行

規定」の中にどう統一的に位置づけるべきかと

いう点もなお疑問のままである。

つぎに２つめは(2)｢形態Ⅱ」→「111」への「移

行」に関してであって，氏の展開では，あらゆ

る商品が「形態Ⅱ」の表現式をとった時に，つ

ねに等価形態におかれる特定商品が「出現」し

て，その「一般的等価物」によって共通に価値

表現をおこなう「形態Ⅲ」が必然的に展開され

るとされるが，その場合①全ての商品が同時に

｢拡大された価値形態｣を展開するのはなぜか，

⑥そのような中から｢一般的等価物｣が｢出現」

するのはなぜ力､’はかならずし１６論理必然的には

解明されていないため,⑤結局｢形態11」が｢そ

の価値表現の不完全さを克服して必然的に次

の」「形態Ⅲ」に「移行する｣，というその「必

然」性も決してあきらかにされてはいないとい

う問題点がいぜんとして存在している。

さらに，価値形態の「移行規定」に関する３

つめの論点は｢形態Ⅲ」→「貨幣形態」への「移

行」についてである。つまり氏によれば，「抽象

的」「理論的」には「一般的等価物」には全ての

商品がなりうるとされたうえで「事実」の問題

としては，それは「特定」の商品に「限定」され

ながら「一定」の商品へと「固定」化され，最終

的には「金」商品に定着するとされるが，この

ようなロジックにおいては,あくまでも｢論理必

然的」に解明可能な「理論的」次元の問題と，

歴史的事実を前提しないかぎり説けない｢事実」

的・歴史的次元との問題の区別は著しく不明確

となって，結局この「移行」の「必然性」はあ

きらかにはなっていない。その点で，「形態H1」

→「貨幣形態」への「移行」においては，「抽象

的」「理論的」な問題次元と「事実」的・歴史的

な問題次元とがモザイク状にからゑあっていて

首尾一貫しないという難問がはらまれているよ

うに考えられる。

最後に宇野氏の価値形態論の第５の問題点は

「価値形態論の方法」全般についてである。こ

れまでみてきたように，氏の方法は，価値形態

論の「形態論的」純化，価値表現と交換との明

確な区別，価値形態展開と歴史的過程との分

離，などについてきわめて重要な成果が確認で

きたが，しかし価値形態論の全体的な展開方法

を，各形態の難点を指摘し，その難点の克服と

いう形で次の形態への「移行」をさぐるという

方式で－いいかえれば「形態Ｉ」から少なく

ても「形態H1」までをそれぞれに内在する論理

的自己発展関係において－いわば「必然性の

論理」において設定される点についてはいぜん

として問題があるように思われる。つまり，す

でに具体的に検討してきたように，各形態間の

「移行規定」についての「必然性」が十分に証

明されていなかったことからも事実としてわか
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しても，どの程度にまで一定の商品が共通の「

等価物」として一般化すればそのような「回り

道」＝「媒介」という操作が生じてくるのかと

いう程度・範囲の問題や，そういう商品が同程

度に複数個生じたときはどうなるのかという選

択の問題，などについては純粋論理だけではい

ぜん説けない不確定な状況がともなわざるをえ

ない。したがってどんなに細かい様々な操作を

もちだしたにしても，貨幣形態の現存を全然前

提せずに，全ての商品所有者が単一の商品で価

値表現をするに至る過程を，純粋な商品経済的

ロジックの承で解明しようとすることはやはり

－対象自体の性格上一不可能だと断定でき

る。

つぎに｢価値H義驍論｣で｢必然性｣論を採用
することの｢不適切性｣について考えてふると，

まずこの「価値形態論」もその一部として含ま

れる「流通形態論」の論理的特質が問題であっ

て，この「流通形態論」の中て，例えば「貨幣」

→「資本」への移行をあつかう「貨幣の資本へ

の転化」が，資本の存在しない貨幣次元から論

理必然的に資本を導出するのではなく，資本も

貨幣の特殊な使用方法に他ならないという貨幣

と資本との内的論理関係を，貨幣の側から，資

本として運動しえる「条件」と「動機」との形

成にそくして，分析しているにすぎない(62)，の

とまさに同じ論理的質において，「商品」→「貨

幣」への移行を対象とするこの「価値形態論」

についても，商品規定の中から論理必然的に貨

幣を展開するという点にではなく，むしろ，貨

幣も1つの特殊な商品以外ではなく，したがっ

て貨幣を媒介とする現実的な価値関係も商品相

互の価値関係からの展開関係に他ならないとい

う商品と貨幣との内的相互関連を，商品の側か

らあきらかにする点に，その主要な論理目的が

あるといってよい。要するに，いずれ「貨幣形

態」内部に吸収されてしまうような「形態Ｉ」

「11」「111」を独立に設定しつつそれら相互の論

理「必然性」を追求するというような理論構成

は「流通形態論」の他の部分には見られない－

るように，現実の価値関係にはそのままでは存

在しない「形態Ｉ」や「11」・「Ⅲ」を設定す

る際にはすでに特別の抽象根拠と理由がそれと

分かちがたく結びついているのであるから，

「Ｉ」→「11」→「H1」というプロセスでその

発展を考察するにしても，そこではその特別の

抽象根拠・理由にそくした特殊な「移行論理」

が必要となるのであって，単なる一般的な「必

然性」論理をそこにもちこむことは本来できな

いのである。したがって，「価値形態論」をやは

り内的論理の自己発展という｢必然性｣論によっ

て展開しようとしたところに，宇野氏の方法論

としても大きな無理があったと結論できよう。

Ⅲ価値形態論の課題と方法

〔ｌ〕以下ではとりあえず宇野氏の問題点と

して指摘した諸点にそくして，まず(1)価値形態

論の「課題」および(2)価値形態論の「方法」に

ついて若干の問題提起をおこない，つぎに(3)そ

のうえでその視点から価値形態の「移行」を考

察し，最後に(4)それらをふまえて価値形態論と

「価値法則」論との関係について多少の展望を

こころみてみたい。まず(1)価値形態論の｢課題」

については，これまでみてきたように｢資本論」

にあっても宇野「原論」にあっても，大きく次

の２論点がやや未整理のままで示されていた。

つまり１つは①「価値表現方式」の理論的内容

を解明することであり，もう１つは②貨幣形態

生成の理論的「必然性」そのものを解明するこ

と，であるが，しかしこのうち貨幣形態生成の

「必然性」分析は，次のようなその「不可能

性」と「不適切性」という２つの理由によって

，価値形態論の固有の課題からは除かれなけれ

ばならないと考えられる。最初にその「不可能

性」についてゑると，全ての商品所有者が一切
の強制なしに単一の商品で価値表現をおこなう

に至るプロセスを論理必然的に説くことはそも

そもできない性格のものであって，例えばいわ

ゆる「回り道」＝「媒介」の論理(6')を使うに
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種のフィクションなのであって，いずれにして

も「流通形態論」にはなじまない「不適切」な

方法だと考えられる。

このようにして，その「不可能性」と「不適

切性」とにもとづき｢価値形態論｣の固有な「課

題」から「貨幣形態」生成の論理的「必然性」

自体の解明を排除すべきことが確認できたが，

では「価値形態論」の「課題」の内容はどう定

められるべきだろうか｡さてこの点については，

｢価値形態｣の構造を明確化することによって，

資本制的生産における「価値概念」および「価

値表現｣，ひいては「価値実現」の特質を示す

ことが「価値形態論」の固有の意義だと整理で

きる。つまり，資本制的生産において，個々の

商品が社会的同質性をその本来的特徴とする自

らの価値性格を表現しようとする際には，その

個別性に制約されて，何んらかの先験的統一体

によってその価値としての通約性・同一性を客

観的には確認できない以上，各商品は，自己価

値を他商品との相互関係において個別的・無政

府的に表示せざるをえず，したがって結局自己

の価値を他商品の使用価値との関係で表現する

他はなくなって，そこから価値表現の「主観性」

も帰結するといってよいが，そのような商品相

互間における「価値表現の仕組ゑ」の特性は，

ｌ商品と貨幣との関係の中に貫徹するととも

に，商品と貨幣との運動的関係として存立する

資本関係の中にもその基本的性格としてそのま

ま維持されていると考えてよい。したがってそ

の意味で,価値形態論において「価値表現方式」

の特質・意義を明確化しておくことは，貨幣特

性~なぜ貨幣だけが全ての商品を能動的に購

買することができるのかという貨幣の謎一の

解明につながり，ひいては資本運動における現

実的価値関係の基本的あり方の意義づけを可能

にするのであるから，つづめていえば，資本制

的生産における価値表示方式，逆にいえばそ

の価値実現方式，の特殊性を，その基本的要素

形態においてあきらかにしながら「商品」と「

貨幣」との内的関係を定立する点に「価値形態

論」の固有な「課題」があるといえよう。

つづいて(2)「価値形態論の方法」に眼を移そ

う。これまでゑてきたように価値形態論の展開方

法としては，すでに宇野氏によってほぼ確立さ

れた，①「形態論」的純化，②現実の交換過程

との峻別，③歴史的な発生論視点の排除，とい

う３論点がまず当然の前提とされなければなら

ないが，そのうえでさらに確認される必､要があ

るのは，いまみたように「`必然性論」－「形

態Ｉ」からの内的｢必然性」にもとづいて順次に

「貨幣形態」までを導きだすという論理一は

採用できないということである。ではそれに代

わるどのような「方怯」が考えられるべきか。

さて，「必然性論」はとりえないにしても，

「価値形態論」も一定の体系だった論理内容を

なす以上，「形態Ｉ」「11」「111」などをでたらめ

に並べてよいはずはないし，また単なる「類型」

の配列とふるわけにもいかず，その点で「各形

態」の間に一定のライトモティーフがなければ

ならないことはいうまでもない。その際，その

ライトモティーフの決定については，「形態Ｉ」

からrIII」までは，（ｲ)現実の独立存在性を保有

しないこと，（ﾛ)しかし「貨幣形態」との一定の

内的関連性を保持していること，の２論点が要

点となるが，それをふまえて考えると，「形態

Ｉ」から「H1」までは，「貨幣形態」を理論的に

「解析」したときにあらわれる，「貨幣形態」の
各抽象側面だと把握すべきであろう。換言すれ

ば，「形態Ｉ」から「H1」までは，現実態として

の「貨幣形態」の特性をそれぞれの面にそくし

て特徴的に表現する３局面形態だといってよ

く，その点で，「価値形態論」の出発点にその第

１次理論対象としてまず設定されるのは,｢形態
Ｉ」そのものではなく－これは第２次理論

対象となる－，まさに現実態としての「貨幣

形態」に他ならないこととなる。

もっとも，第１次理論対象として「貨幣形態」
をおくといっても，まだ「貨幣」をおよそ措定

していないのだから，第１次理論対象としての

その「貨幣」自体から論理展開をはじめること
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値で｡「意思」発動にもとづいて⑥「主観的」

に、しかし「統一的」にその価値を表現すると

ともに，①その「一般的等価物」は全ての商品

との直接的交換可能性をもつに至る，という関

係を特に表現することによって「貨幣形態」の

ヨリ進んだ「解析」形態をなしているといって

よいのであって，つづめていえば，「形態Ｉ」＝

「他の１商品」の「使用価値」で「意思発動」

にもとづいて「主観的」に商品価値を表示する

点（｢価値表現の仕組み｣の特殊性)，rII」＝商

品価値に固有な｢全面的交換要請｣｢可能性｣｢同

質性｣を特徴的に示すという点(価値性格の｢全

面性｣)，「Ⅲ」＝「特定のｌ商品」での「統一的」

な価値表現を明確にあらわすという点（価値表

現の「統一性｣)，というそれぞれの「意味内容」

において，「形態Ｉ」「11」「H1」が「貨幣形態」

の「解析」形態をなしていることが一応確定で

きよう。そこでつぎにこのような「方法論」的

視点から，「形態Ｉ」→「11」→「Ⅲ」→「貨幣

形態」への「移行」関係＝「解析」形態間の相

互関連をみていくことにしよう。

〔２〕まず商品論のうちの「価値形態論」に

先だつ「価値と使用価値」との「商品の二要因」

論から「価値形態論」への移行から考えていく

と，「商品」は，その「積極的」要因として，一

定の量基準をもった，全面的交換要請＝可能性

としての同質性，という「価値」をもつ－実

際に交換に成功して貨幣に転化しないかぎり

「価値」として実現はされないにしても，交換

を「要請」するとともにその「可能性」をもつ

ものとして，商品は「価値」をその形態規定の

与件として保有すると考えてよい－と同時

に，その「消極的」要因として特定の「使用価

値」をもつことによってその交換要請的性格は

制約を受けざるをえないが，まさにそのことに

もとづき，その全面的交換要請＝可能性を実

現＝実証するために，個々の商品は，特有の価

値表現方式を展開して交換実現のための形式＝

装置を形成していく必然性をもつこととなる。

その場合,「価値｣はあくまでも一種の社会的｢関

はできず，したがって「価値形態論」展開にお
●●●

ける実際の出発点には,第１次理論対象たる｢貨

幣形態」の最も要素的な「解析」形態としての

「形態Ｉ」がおかれなければならないのは当然

だとはしても，その際くれぐれも重要なのは，

価値形態論展開のまず第１次理論対象として

「貨幣形態」をおくことによってはじめて価値

形態論の「課題」や抽象水準，あるいはその論

理の方向性などが確定できる－なぜなら「貨
●●●

幣形態」を第１次的な理論対象とせずに，プ(二だ

ちに無限定な「形態Ｉ」を生主の形でおくだけ

では，価値形態論の理論抽象度は決して定まら

ないから－ということであって，その点にこ

そ，「第１次」理論対象と「第２次」理論対象と

の関連の意義がある(63)。いずれにしてもこのよ

うにして，「形態Ｉ」・「11」・「Ⅲ」は「貨幣

形態」の抽象的「解析」形態として把握すべき

こと，そしてそうなると，「価値形態論」の第１

次理論対象としては，第２次理論対象としての

「形態Ｉ」に先だって「貨幣形態」を設定しな

ければならなくなるし，又事実それが可能であ

ること，を一応確認したが，そのうえでつぎに

これら３「形態」が現実の「貨幣形態」に対し

てどのような意味内容でその「解析」形態にな

りえているかを確かめてみよう。

つまり，第１に「形態Ｉ」は，価値を，③１

個の⑤相手商品の「使用価値」で、商品所有者

の「意思」発動を媒介として⑥「主観的」に，

表現し，＠したがって「等価商品」は交換実現
のイニシアティヴを一方的にもつ，という諸点

で，金の一定量で自己価値を観念的に表示する

「貨幣形態」の最も基礎的な「解析」形態をな

すとまずいえるが，つぎに第２に，資本制的生

産における，貨幣を媒介とした商品の全面的同

質的関係＝「交換可能性」・「要請」を１個の

商品にそくして「解析」した形態こそ，個別商

品の価値を，、他の多くの⑥相手商品の使用価

値で｡「意思」発動を動因として④「主観的」

に表現した「形態11」に他ならず，最後に「形

態Ⅲ」は，③特定の１個の⑥相手商品の使用価
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係概念」であり－もちろん一定の量基準をも

つが，それはその商品に内在した固有の「絶対

的」量形式ではなく，あくまで他商品との全体

的関数関係にもとづいてその商品に付与された

「相対的｣な量形式に他ならない(64)－，しかも
この交換要請の発動は個々の商品所有者が自ら

の個別的動機にそってする個別的行為以外では

ないから，交換実現装置の形成をめざしたＦ価

値表現」方式の展開も，他商品との関係におい

て，具体的には－－自己商品と他商品との区別

はその使用価値の面にしかないのだから－他

商品の「使用価値」との関係において，商品所

有者の「意思」発動を媒介としつつ，おこなわ

れる他ないが，さらにその点をふまえると，「使

用価値」は本来その「個別性」・「異質性」に

特質があり，したがって「使用価値」の「異質
性」を重視するかぎり，相手商品としてはとり

あえずまず１個の商品が問題となるため，ここ

に「他の１商品の使用価値による価値表現」と

いう「形態Ｉ」が設定可能となる。（65）

このようにして商品形態の特質一「価値」

と「使用価値」との相互関連一にもとづいて

まず｢形態Ｉ」が設定されるが，この「形態Ｉ」

での特有な「価値表現の仕組み」を前提にしつ

つ，商品所有者の「意思」発動の多面性を根拠

にして，他の多くの商品での自己価値の表現と

いう「形態11」の導出が可能となり，それによっ

て，全面的交換要請・可能性という商品性格が

ヨリ特徴的に把握されることとなる。しかしこ

の場合，「形態Ｉ」から「11」への「移行」につ

いて重要なのは,①｢形態11」を展開する契機＝

可能性が，「意思」発動の拡大という点で，その

前提としてすでに「Ｉ」に含まれていること，

および②「Ｉ」を超えるヨリ進んだ意義が，交

換要請性格の全面化という面からrII」によっ

て与えられていくこと，の２つがあきらかにさ

れればその「移行」は十分に説明されうるし，

またそれ以上は無理だ，ということであって，

すでにみたように決して「必然性論」を説くこ

とではないといってよい。

つぎに「形態11」→「H1」の「移行」を承る

と，いまふた「形態11」での「拡大された」価

値表現およびいわゆる「媒介の論理」にもとづ

きつつ，「特定商品」が「一般的等価物」として

析出してくる「可能性」があり－くりかえし

みてきたようにその「必然性」自体は論証しえ

ない－，そこでこの共通な「特定商品」によ

る価値表現形式を設定すればそこに「形態H1」

を考えることができるのであって，「形態11」の

条件・論理の内部から一応矛盾なく「Ⅲ」展開

の「可能性」一決してその｢必然性｣ではな

く~を導出することができるといってよい。

しかも同時に，この「形態III-,を通して全ての

商品は「統一的」な価値表現をおこなうことに

よって，価値としての全面的同質性を社会的・

客観的に示すことになるのであるから,この｢形

態H1」は，「Ｉ」・「11」の特性をふまえつつも，

それをさらに「統一性」「客観性」という点から

ヨリ完成させる「意義」をもっていることは明

白だといってよく，要するに,ｒ形態11」→「H1」

の｢移行｣に関しては,①全ての商品による「11」

展開の結果としての「一般的等価物」出現と

いう,「11」における「IⅡ」設定の「可能性」と，

②「形態Ⅲ」による価値表現の「統一性」「客観

性」の実現という，「11」を超える「Ⅲ」の「意

義｣，との２点から説明できるように思われる。

そのうえで「形態Ⅲ」→「貨幣形態」の「移

行」については，一方で，「Ⅲ」てはこの「一般

的等価物」にどんな商品がおかれるかは特定せ

ずに一般的にその特質を示しただけだから，そ

の位置に例えば「金」をおいて「貨幣形態」を

設定するという理論的操作は,この｢形態Ⅲ」の

ロジックと何ら矛盾しないことはあきらかであ

るし，他方で，この「貨幣形態」の形成によっ

て，社会の全商品は「価格形態」という価値と

しての同質性資格を与付されつつ交換実現のた

めの現実的準備形態をもつに至るという,｢形態

H1」をさらに超える体系的「意義」が生じるの

はいうまでもない。したがってそうであれば，

「形態Ⅲ」→「貨幣形態」への「移行」は，①
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現の仕組み」の基本構造を解明する論理だとい

う点に関わる。すなわちくりかえしゑてきたよ

うにこの｢価値形態論｣ては,｢価値表現方式」お

よびその裏面をなす「価値実現方式」の資本制

的特質~その「個別性」・「主観性」－が

あきらかにされているが，その場合，このよう

な「価値表現方式」＝「価値実現方式」の特質

は,資本制的生産を全面的に媒介・編成する｢流

通形態」的な特質にそもそも規制されているた

め，それは，資本制的生産の現実的展開のすゑ

ずみにまで及ぶ特質だとみる他はなく，した

がって「価値怯則」が資本制的生産の現実的運

動法則として貫徹していく際にも，このような

「価値表現方式」＝「価値実現方式」の特質は

決して無視しえない前提的制約として作用して

いくのはいうまでもない｡このように考えれば，

この「価値形態論」で解明された「価値表現方

式」＝「価値実現方式」の資本制的特殊性は，

「価値法則」展開の基本的与件として機能して

いる－いい方を換えれば価値法則の現実的展

開は「価値形態論」で要素的にあきらかにされ

たこのような「価値表現方式」＝「価値実現方

式」の「特殊性」を無視しては決して現実化し

えないということ－わけであって，まさしく

その意味で「価値形態論」のロジックは，「価値

法則」展開を支える基本的ロジックとしてその

体系的役割を果しているといってもいいすぎで

はないと考えられる。

「一般的等価物」の位置を「金」が独占的・固

定的に占めることの「可能性」が「Ⅲ」の中で

確認される点と，②「価格形態」の形成による

商品の交換実現方式の最終的完成という，「Ⅲ」

を超える「貨幣形態」の「意義」の確定によっ

て一応示されると考えられる。

〔３〕最後に全体の総括として，「価値形態論」

と「価値法則」論(66)との体系的関係を整理して

おくことにしよう。さて，価値法則論における

「価値形態論」の「位置」＝「意義」を考える

場合，それは主に一応次の２点から問題にでき

るように思われる。つまりまず1つは，この「価

値形態論」が，「流通形態規定」の中における，

「商品」から「貨幣」へのつながり方を解明す

る論理であることに関わっている。いうまでも

なく，資本制的生産を媒介・包摂・編成する｢流

通形態」のうち，「商品形態」が価値の同質性お

よび交換の要請・可能性という特質を，あくま

で価格表示において主観的・観念的にしか表現

できないのに対して，「貨幣形態」は，価値を一

般的・客観的に代表しながら「商品」に能動的

に機能してその価値実現＝評価を積極的に展開

しうるものであることからして，「商品形態」よ

り進展した「形態的装置」だといってよい。そ

うであれば，価値怯則を展開していく「形態的

装置」としても「貨幣」の方が｢商品」より一層

展開されたものであることになるから，「価値法

則」を１つの「法則」として展開させていくた

めの「条件」・「装置」はこの「貨幣」の措定

を通して一段と確立するわけであるが，このよ

うな「貨幣」の措定を，「商品」との関連の中か

ら,「商品｣の側から示す－｢必然性論｣によっ

てではないが－論理こそまさに｢価値形態論」

に他ならないとすれば，「価値法則」展開の「形

態的装置｣(67)確立のための重要な結節点上の論

理としてこの「価値形態論」が位置づけられ，

したがってその点で，この「価値形態論」が｢価

値法則」論体系の重要な一環を担っているのは

当然だといえよう。

さらにいま１つは，「価値形態論」が「価値表

（１）「資本論」の「価値形態論」については,中野正「価

値形態論｣（日本評論新社,1958年),宇野弘蔵編｢資

本論研究」Ｉ（筑摩書房,1967年),大内秀明他編『資

本論研究入門」Ｉ章(東大出版会,1976年)，参照。

（２）マルクス『資本論」（岡崎次郎訳，国民文庫版）第

１分冊９３頁。（以下この分冊を単に『資」と略称し

て頁数だけを示す｡）

（３），（４），（５）『資』９４頁。

（６），（７），（８）『資」９５頁。

（９）『資」９７頁。（10）『資」102頁。

(11)，（12)，（13)，（14)，（15）『資」９８－９頁。

(16）『資」１１６頁。（17）『資」１１７頁。
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（18）「資」１３３頁。（19）『資」１１９－２０頁。

（20)，（21)，（22）『資」１２０－２２頁。

（23）「資」１２３－２７頁。

（24)，（25)，（26)，（27）「資」１３１－２頁。

（28）商品論での価値実体規定の問題ﾉﾉﾊﾞについては，宇
野「経済学方法論』Ⅳ（東大出版会，１９６２年)，大内
秀明『価値論の形成」（東大出版会，１９６４年）本論第
１章，竿をゑよ･

(29）『資」９５頁。

(30）この点については,宇野「価値形態論の課題」（｢価

値論の研究｣，東大Ｈ１版会，１９５２年，所収)，久留間
鮫造『価値形態論と交換過程論」（岩波書店，１９５７

年)，前掲，大内『形成』，などを参照のこと。
（31）「資」１０２頁。

(32）この「移行規定」に関しては，鈴木鳩一郎『価値

論論争』（青木書店，1959年)，前掲,大内『形成｣，

馬渡尚憲｢商品の価値形態と貨幣｣(|経済学｣第40巻

３．４号，1978-79年，所収)〆等を参!!《せよ。

(33）「逆転の論理」について詳しくは，前掲，宇野『方

法論｣，前掲，大内『形成Ｌ等をみよ。

(34）『資」９８頁。またこの点に関連して，拙稿「流通形

態としての価値｣(『金沢大学教育学部紀要」第２７号，
1979年）も参照のこと。

(35）『資』１１７頁。（36）『資』１２０頁。

(37）宇野弘蔵『経済原論」」罠（岩波書店，１９５０年）２６
頁。（以下旧ｉ原論」と略称｡）

(38）｜|川原諭」２７頁。

(39)，（40)，（41）旧『原論」２８頁。

(42)，（43)，（44）旧『原論」３６頁。

(45)，（46）ＩＨＩ原論』３１－２頁。

(47)，（48)，（49）旧『原論」３３－４頁。

(50）Ⅱ１『原論」３６－７頁。

(51）’1川原論」３７－８頁。

(52）ｌＨｉ原論」３９頁。

(53)，（54）旧『原論』４０頁。

(55）宇野・価値尺度論について詳しくは，宇野「マル

クスの価値尺度論」（『マルクス経済学原理論の研

究｣，岩波書店，1959年，所収）などを参照のこと。
(56）価値形態論における「商品所有者の存在」および

「欲望」の媒介については，例えば前掲，宇野編『資

本論研究」１１２１－２７頁などをみよ。

（57）「価値形態」の腱Ｉ)Iと歴史的過程との対応について

の問題ﾉA(については，前掲，大内『形成」２２６－７頁
などを参照のこと。

（58）宇野氏によるこの「課題」把握について詳しくは，
前掲，宇野「価値形態論の課題」をみよ。

（59）価値形態論における「欲望」の問題に関しては，
前掲，大内『形成』１９３－６頁を象よ・

（60）｜I川原論」３１頁。

(61）「…その商品さえ得れば如何なる商品に対しても直
接に交換を要求しうることになるわけであって，各
商品所有者は，直接己れの欲する商品をもってその

Illli値を表示し，その商品所有者から一般的には期待
しえない交換を待つというのでなく，間接的にては

あるが，先ず一般的にあらゆる商品に対して直接的

に交換を要求しうる商品によってその価値を表示

し，その商品を通して己れの欲する商品との交換を

求めるということになる｡」（宇野『経済原論｣，岩波
全書，1964年，２７頁)。

(62）例えば,拙稿「貨幣の資本への転化」（佐藤他編『資
本論を学ぶ」Ⅱ，有斐閣，1977年，所収）などを承
られたい。

（63）この点は，胃頭商品論における資本制的規定の確

保の問題と同質だといってよいが，冒頭商品の性格
規定については，前掲，大内『形成」87-99頁，前

掲，拙稿「流通形態としての価値」２０－３頁，など
を参照。

(64）価値の形態的な概念規定については，前掲，拙稿
「流通形態」２４－５頁を参照されたい。

(65）この点は，前掲，大内『形成」１９０－３頁で立入っ
て説明されている。

(66）「価値怯則」の内容理解について詳しくは，前掲，
大内『形成」結章を象よ・本稿も基本的にはその理
解にもとづいている。

(67）「流通論」＝価値法則展開の「形態的装置」論，「生

産論」＝「実体的根拠」論，「分配論」＝「運動的機
構」論，という把握については，拙稿「『価値法則の

絶対的基礎」について」（『金沢大学教育学部紀要』
第２８号，１９８０年，所収）１５６頁を参照されたい。


